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毎
週
火
・
金
曜
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発
行

　
　
告　
示

○
青
少
年
に
有
益
な
興
行
の
推
奨
（
三
三
一
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
三
三
二
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
三
三
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

○
平
成
二
十
一
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
（
三
三
四
・
雇
用

　

労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
（
三
三
五
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
５

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
三
六
・
由
利
地
域
振
興
局
建

　

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公　
告

○
秋
田
県
新
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
構
築
に
係
る
企
画
提
案
書
の
提
出

　

（
情
報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

映
画
を
優
良
な
興
行
と
し
て
推
奨
し
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　

映
画

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　

図
書

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
か

ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　

映
画

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
一
年
度
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四

年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

試
験
の
日
時
及
び
場
所

　

㈠　

日
時

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）
午
前
九
時

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
市
向
浜
一
丁
目
二
番
一
号

　
　
　

秋
田
技
術
専
門
校
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

二　

実
施
免
許
職
種

　

㈠　

学
科
試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種

　
　
　

機
械
科

　
　
　

建
築
科

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

推
奨
番
号

題　

名

発
行
所

推　

奨　

理　

由

四

ブ
タ
が
い
た

教
室

日
活
　

人
間
と
し
て
の
愛
情
を
豊
か
に
育

て
、
生
命
を
尊
重
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
な
ど
、
青
少
年
の
健
全
な
心
身
の

成
長
に
役
立
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

四

ブ
タ
が
い
た

教
室

日
活
　

人
間
と
し
て
の
愛
情
を
豊
か
に
育

て
、
生
命
を
尊
重
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
な
ど
、
青
少
年
の
健
全
な
心
身
の

成
長
に
役
立
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

指
定
番
号

図　
　

書　
　

名

発　

行　

所

指
定
理
由

一
〇
五
八
二
遊
名
人　

７
月
号

ア
ン
チ
メ
デ
ィ
ア　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

一
〇
六
八
三

A
K

IIT
A

　

D
E　

N
ight　

７
月
号

月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

一
〇
五
八
四
コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
７
月
特

大
号

サ

ン

出

版

一
〇
五
八
五
15
の
愛
情
物
語　

８
月
号
増

刊

メ
デ
イ
ア
ッ
ク
ス

一
〇
五
八
六
ビ
ー
ボ
ー
イ
ゴ
ー
ル
ド　

８

月
号

リ
ブ
レ
出
版

一
〇
五
八
七
家
庭
サ
ス
ペ
ン
ス　

８
月
号
黒
田
出
版
興
文
社

一
〇
五
八
八
コ
ミ
ッ
ク
ジ
ュ
ネ　

８
月
号
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

一
〇
五
八
九
月
刊
裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
８

月
号

鉄

人

社

一
〇
五
九
〇
恋
愛
楽
園
ピ
ュ
ア
８
月
号　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
19

徳

間

書

店

一
〇
五
九
一
恋
愛
熱
情　

７
月
号

一

水

社

指
定
番
号

題　
　
　
　

名

配　

給　

元

指
定
理
由

六
六
六
〇

ア
ラ
フ
ォ
ー
離
婚
妻　

く
わ

え
て
失
神

オ
ー
ピ
ー
映
画　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

六
六
六
一

未
亡
人
家
政
婦　

中
出
し
の

四
十
路

新
日
本
映
像

六
六
六
二

異
常
交
尾　

よ
ろ
め
く
色
情

臭

オ
ー
ピ
ー
映
画
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㈡　

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
の
み
を
実
施
す
る
免
許
職
種　

　
　
　

㈠
以
外
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
十
一
に
規
定
す

る
免
許
職
種

三　

試
験
科
目

　

㈠　

学
科
試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種
の
試
験
科
目

　

㈡　

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
の
み
を
実
施
す
る
免
許
職
種
の
試
験
科

目

　
　
　

職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活
指
導
及
び

職
業
訓
練
関
係
法
規

四　

受
験
資
格

免
許
職
種

学　

科　

試　

験　

の　

科　

目

機
械
科

一　

指
導
方
法

　

㈠　

職
業
訓
練
原
理

　

㈡　

教
科
指
導
法

　

㈢　

訓
練
生
の
心
理

　

㈣　

生
活
指
導

　

㈤　

職
業
訓
練
関
係
法
規

二　

関
連
学
科

　

㈠　

系
基
礎
学
科

　
　

⑴　

機
械
工
学
（
機
械
要
素　

機
構
と
運
動
）

　
　

⑵　

材
料
（
材
料
力
学　

金
属
材
料　

非
金
属
材

料　

潤
滑
油
及
び
切
削
剤
）

　
　

⑶　

工
作
法
（
Ｎ
Ｃ
工
作
法　

機
械
工
作
法　

ジ

グ　

工
具
）

　
　

⑷　

測
定
法
（
測
定
及
び
試
験
機
器　

測
定
法　

形
状
測
定　

材
料
試
験
）

　
　

⑸　

安
全
衛
生
（
安
全
管
理　

衛
生
管
理
）

　

㈡　

専
攻
学
科

　
　

⑴　

加
工
法
（
切
削
加
工
法　

研
削
加
工
法　

金

型
工
作
法　

精
密
加
工
法
）

　
　

⑵　

機
械
製
図
（
機
械
製
図
法　

機
械
設
計
法　

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）

建
築
科

一　

指
導
方
法

　
　

機
械
科
の
指
導
方
法
に
掲
げ
る
科
目
と
同
じ
。

二　

関
連
学
科

　

㈠　

系
基
礎
学
科

　
　

⑴　

建
築
工
学
（
構
造
力
学　

建
築
構
造　

建
築

施
工　

測
量　

建
築
製
図　

関
係
法
規
）

　
　

⑵　

安
全
衛
生
（
安
全
管
理　

衛
生
管
理
）

　

㈡　

専
攻
学
科

　
　

⑴　

建
築
設
計
（
建
築
設
計　

設
備
設
計　

建
築

計
画
）

　
　

⑵　

施
工
法
（
建
築
施
工
法　

建
築
工
事　

規
く

術　

木
材
工
作
法　

仕
様
及
び
積
算
）

　
　

⑶　

材
料
（
建
築
用
材
料
）

建
築
科

一　

指
導
方
法

　
　

機
械
科
の
指
導
方
法
に
掲
げ
る
科
目
と
同
じ
。

二　

関
連
学
科

　

㈠　

系
基
礎
学
科

　
　

⑴　

建
築
工
学
（
構
造
力
学　

建
築
構
造　

建
築

施
工　

測
量　

建
築
製
図　

関
係
法
規
）

　
　

⑵　

安
全
衛
生
（
安
全
管
理　

衛
生
管
理
）

　

㈡　

専
攻
学
科

　
　

⑴　

建
築
設
計
（
建
築
設
計　

設
備
設
計　

建
築

計
画
）

　
　

⑵　

施
工
法
（
建
築
施
工
法　

建
築
工
事　

規
く

術　

木
材
工
作
法　

仕
様
及
び
積
算
）

　
　

⑶　

材
料
（
建
築
用
材
料
）

資　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

格

必
要
と
す

る
実
務
経

験
年
数

免
許
職
種
に
関
し
、
一
級
、
単
一
等
級
又
は
二
級
技
能

検
定
に
合
格
し
た
者

不　

要

長
期
課
程
の
指
導
員
訓
練
を
修
了
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
を
修

了
し
た
者

一
年
以
上

免
許
職
種
に
関
し
、
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
を
修

了
し
た
者

二
年
以
上

免
許
職
種
に
関
し
、
専
修
訓
練
課
程
の
普
通
職
業
訓
練

を
修
了
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
で

あ
っ
て
総
訓
練
時
間
が
七
百
時
間
以
上
の
も
の
を
修
了

し
た
者

三
年
以
上

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
免
許
職

種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

一
年
以
上

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に

お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た

者

二
年
以
上

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の

後
期
課
程
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者

三
年
以
上

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
者

五
年
以
上

卒
業
し
た
者

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校

に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を

修
め
て
卒
業
し
た
者

㈠　

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
修
業
年
限
が
三

年
以
上
の
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者

㈡　

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
修
業
年
限
が
二

年
の
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者

㈢　

専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
又
は

各
種
学
校
に
お
い
て
修
業
年
限
が
三
年
以
上
の
免
許

職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者

㈣　

専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
又
は

各
種
学
校
に
お
い
て
修
業
年
限
が
二
年
の
免
許
職
種

に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者

免
許
職
種
に
関
す
る
実
務
経
験
の
み
の
者

免
許
職
種
に
関
し
、
応
用
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
を
修

了
し
た
者

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年

労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免

許
を
有
す
る
者

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十

三
号
）
に
よ
る
建
設
機
械
施
工
の
技
術
検
定
の
合
格
証

明
書
を
有
す
る
者

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

号
）
に
よ
る
第
一
種
冷
凍
機
械
責
任
者
、
第
二
種
冷
凍

機
械
責
任
者
又
は
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
の
免
状
を

有
す
る
者

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令

第
五
十
一
号
）
に
よ
る
第
一
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン

主
任
技
術
者
又
は
第
二
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任

技
術
者
の
免
状
を
有
す
る
者

電
気
事
業
法
施
行
規
則
に
よ
る
第
一
種
電
気
主
任
技
術

者
、
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
又
は
第
三
種
電
気
主
任

二
年
以
上

三
年
以
上

三
年
以
上

四
年
以
上

八
年
以
上

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要
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こ
の
表
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
規

定
に
基
づ
く
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
受
験
資
格
（
昭
和
四
十
五
年
四
月

一
日
労
働
省
告
示
第
十
七
号
及
び
昭
和
六
十
三
年
四
月
八
日
労
働
省
告
示

第
三
十
八
号
）
に
定
め
る
者

　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
な
い
。

　

㈠　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

　

㈡　

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

　

㈢　

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
者

五　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
免
除

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で

き
る
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

技
術
者
の
免
状
を
有
す
る
者

航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
電
気

機
器
国
家
試
験
の
合
格
証
を
有
す
る
者

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管

理
士
免
状
を
有
す
る
者
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
の
試
験

及
び
免
状
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
通

商
産
業
省
令
第
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
表
の
試
験
区

分
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
分
野
専
門
区
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

管
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
同
規
則
別
表
第
一
の

研
修
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
分
野
専
門
区
分
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
管
理
研
修
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
よ

る
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無

線
技
術
士
若
し
く
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
若

し
く
は
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
免
許
を
有
す

る
者

航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
に
よ
る

電
子
機
器
国
家
試
験
の
合
格
証
を
有
す
る
者

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
七
十
一
号
）
に
よ
る
一
級
四
輪
自
動
車
整
備

士
、
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動

車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
、
二
級
三

輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
又
は
自

動
車
車
体
整
備
士
の
技
能
検
定
の
合
格
証
書
を
有
す
る

者航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
に
よ
る
航
空
機
国
家
試

験
の
合
格
証
を
有
す
る
者

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
に

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

よ
る
一
等
航
空
整
備
士
若
し
く
は
二
等
航
空
整
備
士
又

は
航
空
工
場
整
備
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
航
空
従
事
者

技
能
証
明
書
を
有
す
る
者

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
に
よ

る
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
の
免
許
を
有
す
る
者

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
免
状
を
有
す
る
者
（
エ
ネ
ル
ギ
ー

管
理
士
の
試
験
及
び
免
状
の
交
付
に
関
す
る
規
則
第
二

十
九
条
の
表
の
試
験
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
熱
分
野
専
門

区
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は

同
規
則
別
表
第
一
の
研
修
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
熱
分
野

専
門
区
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
研
修
を
修
了
し
た
者
に

限
る
。
）

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
に
よ

る
測
量
士
又
は
測
量
士
補
の
試
験
の
合
格
証
書
を
有
す

る
者

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
に
よ
る
特
級
ボ
イ

ラ
ー
技
士
又
は
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
の
免
許
を
有
す
る

者電
波
法
に
よ
る
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総

合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
又

は
航
空
無
線
通
信
士
の
免
許
を
有
す
る
者

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
よ
る

医
師
国
家
試
験
、
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
二
号
）
に
よ
る
歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
獣
医

師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
に
よ
る

獣
医
師
国
家
試
験
の
合
格
証
書
を
有
す
る
者
及
び
臨
床

検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
臨
床
検
査
技
師

の
免
許
を
有
す
る
者

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
に

よ
る
公
認
会
計
士
試
験
の
第
二
次
試
験
若
し
く
は
第
三

次
試
験
又
は
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

三
十
七
号
）
に
よ
る
税
理
士
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

不　

要

証
す
る
書
面
を
有
す
る
者
及
び
商
工
会
議
所
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
に
基
づ
い
て
商
工
会

議
所
が
行
う
簿
記
に
関
す
る
一
級
の
技
能
の
検
定
の
合

格
証
明
書
を
有
す
る
者

商
工
会
議
所
法
に
基
づ
い
て
商
工
会
議
所
が
行
う
和
裁

に
関
す
る
一
級
又
は
二
級
の
技
能
の
検
定
の
合
格
証
書

を
有
す
る
者

情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産

業
省
令
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
監
査

技
術
者
試
験
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
ン
ジ
ニ
ア
試

験
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験
若
し
く
は

第
一
種
情
報
処
理
技
術
者
試
験
又
は
情
報
処
理
技
術
者

試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
六
年
通
商

産
業
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
情
報
処
理
技
術

者
試
験
規
則
に
よ
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
監
査
技
術
者

試
験
、
特
種
情
報
処
理
技
術
者
試
験
若
し
く
は
オ
ン
ラ

イ
ン
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
合
格
証
書
を
有
す
る
者

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
に
よ
る
建
築
物
環

境
衛
生
管
理
技
術
者
の
免
状
を
有
す
る
者

不　

要

不　

要

不　

要

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
の
範
囲

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
よ
る
技
能
検
定
一
級
又
は
単
一

等
級
に
合
格
し
た
者

（
た
だ
し
、
電
子
回
路
接
続
及
び
バ
ル

コ
ニ
ー
施
工
は
除
く
。
）

実
技
試
験
の
全

部
及
び
学
科
試

験
の
う
ち
関
連

学
科
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六　

受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

　

㈠　

受
験
申
請
書

　

㈡　

添
付
書
類

　
　

⑴　

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し　

一
通

　
　

⑵　

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
上
半
身
を
正
面
か
ら
撮
影
し

た
も
の
）　

一
枚

　
　

⑶　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
る
場
合
は
、
五
の
表
に

あ
る
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
面
の
写
し　

一
通

七　

受
験
申
請
用
紙
の
交
付

　

㈠　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
日
（
木
）
か
ら
同
年
十
月
一
日
（
木
）
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
者
は
、
百
四
十
円
切
手
を
貼
り
付
け

た
返
信
用
封
筒
（
角
型
二
号
）
に
あ
て
先
を
明
記
し
、
産
業
経
済
労
働

部
雇
用
労
働
政
策
課
へ
申
し
込
む
こ
と
。

八　

受
験
申
請
書
の
受
付

　

㈠　

期
間

　
　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
い
た
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
日

（
木
）
か
ら
同
年
十
月
一
日
（
木
）
ま
で

　
　
　

郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
る
。

　

㈡　

場
所

九　

受
験
手
数
料

　

㈠　

額

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
の
範
囲

実
施
職
種

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
よ
る
技
能
検
定
一
級
又
は
単
一

等
級
に
合
格
し
た
者

（
た
だ
し
、
電
子
回
路
接
続
及
び
バ
ル

コ
ニ
ー
施
工
は
除
く
。
）

実
技
試
験
の
全

部
及
び
学
科
試

験
の
う
ち
関
連

学
科

免
許
職
種
に
関
し
、
二
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者

実
技
試
験
の
全

部

他
の
免
許
職
種
の
職
業
訓
練
指
導
員
免

許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
指
導
方
法

及
び
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

（
当
該
免
許
職

種
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試

験
に
係
る
系
基

礎
学
科
と
同
一

の
系
基
礎
学
科

に
限
る
。
）

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
に
お
い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た

者

実
技
試
験
の
全

部

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科

試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者
学
科
試
験
の
う

ち
指
導
方
法

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連

学
科
の
系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科

（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
科
、
建
築
物
衛
生

管
理
科
及
び
福
祉
工
学
科
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試
験
に
あ
っ
て
は
、
学
科

試
験
の
う
ち
関
連
学
科
）
に
合
格
し
た

者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

又
は
専
攻
学
科

（
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
科
、
建
築

物
衛
生
管
理
科

及
び
福
祉
工
学

科
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試

験
に
あ
っ
て
は

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科
）

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科

試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科

に
合
格
し
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

（
当
該
職
業
訓

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
の
範
囲

実
施
職
種

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
よ
る
技
能
検
定
一
級
又
は
単
一

等
級
に
合
格
し
た
者

（
た
だ
し
、
電
子
回
路
接
続
及
び
バ
ル

コ
ニ
ー
施
工
は
除
く
。
）

実
技
試
験
の
全

部
及
び
学
科
試

験
の
う
ち
関
連

学
科

免
許
職
種
に
関
し
、
二
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者

実
技
試
験
の
全

部

他
の
免
許
職
種
の
職
業
訓
練
指
導
員
免

許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
指
導
方
法

及
び
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

（
当
該
免
許
職

種
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試

験
に
係
る
系
基

礎
学
科
と
同
一

の
系
基
礎
学
科

に
限
る
。
）

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
に
お
い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た

者

実
技
試
験
の
全

部

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科

試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者
学
科
試
験
の
う

ち
指
導
方
法

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連

学
科
の
系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科

（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
科
、
建
築
物
衛
生

管
理
科
及
び
福
祉
工
学
科
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試
験
に
あ
っ
て
は
、
学
科

試
験
の
う
ち
関
連
学
科
）
に
合
格
し
た

者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

又
は
専
攻
学
科

（
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
科
、
建
築

物
衛
生
管
理
科

及
び
福
祉
工
学

科
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試

験
に
あ
っ
て
は

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科
）

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科

試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科

に
合
格
し
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科

（
当
該
職
業
訓

練
指
導
員
試
験

に
係
る
系
基
礎

学
科
と
同
一
の

系
基
礎
学
科
に

限
る
。
）

免
許
職
種
に
関
し
、
応
用
課
程
の
高
度

職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
の
高
度

職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専

門
学
校
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

学
科
試
験
の
う

ち
関
連
学
科

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表

第
十
一
の
三
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ

る
免
許
職
種
に
つ
い
て
同
表
の
試
験
の

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
欄

に
掲
げ
る
者

同
表
の
免
除
の

範
囲
の
欄
に
掲

げ
る
試
験

交　

付　

場　

所

所　
　
　

在　
　
　

地

産
業
経
済
労
働
部
雇
用
労

働
政
策
課

秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門

校秋
田
県
立
秋
田
技
術
専
門

校秋
田
県
立
大
曲
技
術
専
門

校鹿
角
地
方
職
業
能
力
開
発

協
会

大
館
北
鹿
職
業
訓
練
協
会

北
秋
田
職
業
訓
練
協
会

能
代
職
業
訓
練
協
会

本
荘
由
利
職
業
訓
練
協
会

大
曲
仙
北
職
業
訓
練
協
会

横
手
地
方
職
業
能
力
開
発

協
会

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
（
県
庁

第
二
庁
舎
三
階
）

北
秋
田
市
綴
子
字
街
道
下
百
九
十
一
番

地秋
田
市
新
屋
町
字
砂
奴
寄
四
番
地
ノ
五

十
三

大
仙
市
大
曲
川
原
町
二
番
三
十
号

鹿
角
市
尾
去
沢
字
上
山
二
百
十
四
番
地

大
館
市
有
浦
三
丁
目
六
番
二
十
二
号

北
秋
田
市
花
園
町
十
五
番
一
号

能
代
市
扇
田
字
柑
子
畑
一
番
二
十
号

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
三
十
番
地

大
仙
市
大
曲
田
町
三
番
一
号

横
手
市
前
郷
字
下
三
枚
橋
百
六
十
七
番

地

交　

付　

場　

所

所　
　
　

在　
　
　

地

産
業
経
済
労
働
部
雇
用
労

働
政
策
課

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
（
県
庁

第
二
庁
舎
三
階
）

受　

付　

場　

所

所　
　
　

在　
　
　

地

産
業
経
済
労
働
部
雇
用
労

働
政
策
課

秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門

校秋
田
県
立
秋
田
技
術
専
門

校秋
田
県
立
大
曲
技
術
専
門

校

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
（
県
庁

第
二
庁
舎
三
階
）

北
秋
田
市
綴
子
字
街
道
下
百
九
十
一
番

地秋
田
市
新
屋
町
字
砂
奴
寄
四
番
地
ノ
五

十
三

大
仙
市
大
曲
川
原
町
二
番
三
十
号
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日
付
け
指
令
由
建―

二
千
二
百
六
十

一
で
許
可
し
た
開
発
行
為
（
第
二
工
区
）
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
仙
市
川
目
字
町
東
三
十
三
番
地

　
　

株
式
会
社　

タ
カ
ヤ
ナ
ギ

　
　

代
表
取
締
役　

高　

柳　

恭　

侑

二　

開
発
区
域
（
第
二
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

由
利
本
荘
市
堤
脇
十
一
番
、
十
五
番
、
二
十
番
、
二
十
一
番
、
二
十
二

番
、
二
十
三
番
一
、
二
十
三
番
三
、
三
十
番
、
三
十
三
番
一
、
三
十
三
番

二
、
三
十
四
番
及
び
三
十
五
番

　

秋
田
県
新
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
構
築
に
係
る
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め

る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

　

㈠　

名
称

　
　
　

秋
田
県
新
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

　

㈡　

目
的
及
び
概
要

　
　
　

別
に
定
め
る
企
画
提
案
競
技
実
施
要
領
等
に
よ
る

　

㈢　

履
行
場
所

　
　
　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

秋
田
県
学
術
国
際
部
情
報
企
画
課

　

㈣　

履
行
期
限

　
　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

二　

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
単
独
企
業
に
よ
る
場
合
は

㈠
に
、
共
同
企
業
体
に
よ
る
場
合
は
㈡
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

者
と
す
る
。

　

㈠　

単
独
企
業
の
場
合

　
　

⑴　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六

十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

⑵　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二

百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ

て
い
る
者
（
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
を
除
く
）
で
な
い
こ

と
。

　
　

⑶　

都
道
府
県
に
お
い
て
、
同
種
業
務
の
開
発
し
た
実
績
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の
実
績

は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
と
し
て
の
実
績
の
も
の
に
限
る
。

　
　

⑷　

本
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
実
施
体
制
（
同
種
、
同
規
模

程
度
の
シ
ス
テ
ム
構
築
の
責
任
者
と
し
て
五
年
以
上
の
業
務
経
験
を

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

屋
布
沖
田
面
線

Ａ
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
一
六
五
番
一
地
先
か
ら
二
二
番
一

地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
一
・
五
〇

〇
・
一
二
五

Ｂ
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
三
四
番
一
か
ら
二
三
番
ま
で

三
・
〇
〇
～
一
一
・
〇
〇

〇
・
一
〇
四

新

屋
布
沖
田
面
線

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
上
ノ
山
下
タ
一
六
五
番
一
地
先
か
ら
二
二
番
一
地
先

ま
で

五
・
〇
〇
～
一
一
・
五
〇

〇
・
一
二
五

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

　
　
　

学
科
試
験　

三
千
百
円

　

㈡　

納
付
方
法

　
　
　

受
験
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

　
　
　

た
だ
し
、
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
で
も

返
還
は
し
な
い
。

十　

合
否
判
定
の
基
準

　

㈠　

指
導
方
法
、
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
満

点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科

の
科
目
の
す
べ
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は

合
格
と
す
る
。

　

㈡　

指
導
方
法
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
㈠
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
指
導
方
法
に
限
り
合
格
と
す
る
。

　

㈢　

系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が

あ
り
、
か
つ
、
当
該
学
科
の
科
目
の
す
べ
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以

上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
㈠
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該

学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

十
一　

そ
の
他

　

㈠　

試
験
結
果
の
発
表

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日
付
け
書
面
を
発
送
し
、
受
験
者
に
通
知

す
る
。

　

㈡　

試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

産
業
経
済
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課

　
　
　

（
電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

二
三
二
一
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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有
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
責
任
者
の
配
置
等
）
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

⑸　

本
企
画
提
案
競
技
に
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
参
加
し
て
い

な
い
こ
と
。

　

㈡　

共
同
企
業
体
の
場
合

　
　

⑴　

共
同
企
業
体
の
結
成
は
自
主
結
成
と
し
、
次
の
事
項
を
定
め
た
協

定
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

ア　

目
的

　
　
　

イ　

名
称

　
　
　

ウ　

事
務
所
の
所
在
地

　
　
　

エ　

成
立
の
時
間
及
び
解
散
の
時
間

　
　
　

オ　

構
成
員
の
住
所
及
び
名
称

　
　
　

カ　

代
表
者
の
名
称

　
　
　

キ　

代
表
者
の
権
限

　
　
　

ク　

構
成
員
の
出
資
の
割
合

　
　
　

ケ　

運
営
委
員
会

　
　
　

コ　

取
引
金
融
機
関

　
　
　

サ　

決
算

　
　
　

シ　

利
益
金
の
配
当
の
割
合

　
　
　

ス　

欠
損
金
の
負
担
の
割
合

　
　
　

セ　

権
利
義
務
の
譲
渡
の
制
限

　
　
　

ソ　

業
務
履
行
中
に
お
け
る
構
成
員
の
脱
退
に
対
す
る
措
置

　
　
　

タ　

構
成
員
の
除
名

　
　
　

チ　

業
務
履
行
中
に
お
け
る
構
成
員
の
破
産
又
は
解
散
に
対
す
る
措

置

　
　
　

ツ　

代
表
者
の
変
更

　
　
　

テ　

解
散
後
の
か
し
担
保
責
任

　
　
　

ト　

協
定
書
に
定
め
の
な
い
事
項

　
　

⑵　

構
成
員
の
全
て
が
㈠
⑴
及
び
⑵
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

⑶　

共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
㈠
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
。

　
　

⑷　

共
同
企
業
体
を
構
成
す
る
い
ず
れ
の
者
も
、
本
企
画
提
案
競
技
に

単
独
又
は
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
参
加
し
て
い
な
い
こ

と
。

三　

参
加
資
格
の
確
認
の
手
続

　

㈠　

参
加
資
格
の
確
認
の
申
請

　
　
　

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
秋
田
県
知
事

に
申
請
し
、
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑴　

提
出
書
類
及
び
部
数

　
　
　
　

次
に
掲
げ
る
書
類
を
一
部
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

ア　

参
加
資
格
確
認
申
請
書

　
　
　

イ　

会
社
概
要
等
整
理
表

　
　
　

ウ　

受
注
実
績
整
理
表

　
　
　

エ　

従
事
技
術
者
証
明
書

　
　
　

オ　

共
同
企
業
体
に
よ
る
参
加
の
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る

協
定
書

　
　

⑵　

提
出
方
法

　
　
　
　

持
参
す
る
こ
と
。

　
　

⑶　

提
出
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
五
日
（
水
）
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休

日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と

す
る
。

　
　

⑷　

提
出
場
所

　
　
　
　

郵
便
番
号
〇
一
〇―

八
五
七
二　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一

番
一
号

　
　
　
　

秋
田
県
学
術
国
際
部　

情
報
企
画
課　

Ｉ
Ｔ
改
革
・
開
発
班

　
　
　
　

電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

四
二
〇
七

　

㈡　

参
加
資
格
の
確
認
結
果

　
　
　

参
加
資
格
の
確
認
結
果
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
（
金
）
ま
で

に
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

四　

企
画
提
案
書
等
の
提
出
手
続

　

㈠　

提
出
書
類

　
　

⑴　

企
画
提
案
書

　
　

⑵　

企
画
提
案
書
概
要
版

　
　

⑶　

見
積
書

　
　

⑷　

機
能
要
件
確
認
表

　

㈡　

提
出
方
法

　
　
　

持
参
す
る
こ
と
。

　

㈢　

提
出
期
間

　
　
　

参
加
資
格
の
確
認
通
知
の
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

八
日
（
金
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
と
す
る
。

　

㈣　

提
出
場
所

　
　
　

三
㈠
⑷
に
同
じ
。

五　

契
約
候
補
者
の
選
定
等

　

㈠　

選
定
に
関
し
審
査
す
る
事
項

　
　
　

企
画
提
案
書
等
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
最
も
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
定
す
る
際
に
審
査
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め

る
企
画
提
案
依
頼
書
評
価
項
目
一
覧
に
定
め
た
事
項
と
す
る
。

　

㈡　

選
定
方
法

　
　
　

企
画
提
案
書
及
び
面
接
に
よ
り
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
た
提
案
を

行
っ
た
提
案
者
を
契
約
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
。

　

㈢　

選
定
時
期

　
　
　

選
定
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
上
旬
を
目
処
に
行
う
。

　

㈣　

選
定
結
果
の
通
知

　
　
　

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

　

㈤　

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

　
　

⑴　

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
知
事
に
説

明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
説
明
を
求
め

よ
う
と
す
る
者
は
、
㈣
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に

説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
三
㈠
⑷
の
場
所
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑵　

説
明
を
求
め
た
提
案
者
に
対
し
て
は
、
⑴
の
書
面
の
提
出
が
あ
っ

た
日
か
ら
七
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

六　

提
案
依
頼
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

　

㈠　

交
付
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
五
日
（
水
）
ま

で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。

　

㈡　

交
付
場
所

　
　
　

三
㈠
⑷
に
同
じ
。

七　

そ
の
他

　

㈠　

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

㈡　

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
は
、
返
却
し
な
い
。

　

㈢　

企
画
提
案
書
の
提
出
に
係
る
一
切
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
の

負
担
と
す
る
。

　

㈣　

契
約
候
補
者
の
選
定
に
際
し
て
、
提
案
者
に
対
し
て
企
画
提
案
書
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

㈤　

問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

秋
田
県
学
術
国
際
部　

情
報
企
画
課　

Ｉ
Ｔ
改
革
・
開
発
班

　
　
　

電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

四
二
〇
七

八　

概
要

　
　

Sum
m

ary
　

　
⑴

　
Subject　

m
atter

　
　

　
Proposals　

for　
the　

Financial　
A

ccounting　
System

 
　

　
　

construction
　

　
⑵

　
D

eadline　
for　

the　
subm

ission　
of　

proposals　
5:00 

　
　

　
p.m

. 28　
A

ugust，
2009

　
　

⑶
　

Contact inform
ation

　
　

　
Inform

ation　
Planning　

D
ivision, A

kita　
Prefecture 

　
　

　
D

epartm
ent　

of　
A

cadem
ic　

and　
International
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
そ
ら
」

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

高　

橋　
　
　

彰

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
横
手
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
心
身
に
障
害
を
か
か
え
る
人
達
が
、
出
来
る
範
囲
の
中

で
自
分
の
仕
事
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
参
加
し
、
達
成
感
と
充

実
感
の
あ
る
生
活
の
実
現
を
目
指
し
、
も
っ
て
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
市
田
沢
湖
若
松
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
上
清
水
八
十
三
番
地　
　
　
　
　

石
橋　

臣
平

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
荒
町
三
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

藤
井
龍
太
郎

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
鹿
ノ
狩
二
十
一
番
地　
　
　
　
　

藤
井　

宏
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
大
石
野
二
百
四
番
地　
　
　
　
　

高
倉　

重
雄

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
北
竹
原
九
十
七
番
地
二　
　
　
　

今
川　

誠
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
早
稲
田
百
八
番
地　
　
　
　
　
　

草
彅　
　

隆

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
戸
狩
野
二
十
六
番
地　
　
　
　
　

戸
村　

純
厚

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
黒
倉
三
百
二
十
八
番
地　
　
　
　

藤
原　

勘
市

　
　

〃　
　

田
沢
湖
神
代
字
堂
ノ
西
二
百
四
番
地　
　
　
　
　

草
彅　

文
雄

　
　

〃　
　

田
沢
湖
梅
沢
字
森
腰
四
十
八
番
地　
　
　
　
　
　

大
石　

徹
治

　
　

仙
北
市
田
沢
湖
梅
沢
字
森
腰
二
百
八
十
二
番
地
一　
　
　

樋
口
喜
久
栄

二　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
荒
町
三
十
二
番
地　
　
　
　
　
　

高
橋　
　

達

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
荒
町
三
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

藤
井
龍
太
郎

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
鹿
ノ
狩
二
十
一
番
地　
　
　
　
　

藤
井　

宏
一

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
大
石
野
二
百
四
番
地　
　
　
　
　

高
倉　

重
雄

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
稲
田
百
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

草
彅　
　

隆

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
戸
狩
野
二
十
六
番
地　
　
　
　
　

戸
村　

純
厚

　
　

〃　
　

角
館
町
広
久
内
字
徳
右
エ
門
川
原
六
十
番
地　
　

皆
川　

英
一

　
　

〃　
　

田
沢
湖
神
代
字
堂
ノ
西
二
百
四
番
地　
　
　
　
　

草
彅　

文
雄

　
　

〃　
　

田
沢
湖
卒
田
字
黒
倉
三
百
二
十
八
番
地　
　
　
　

藤
原　

勘
市

　
　

〃　
　

田
沢
湖
梅
沢
字
森
腰
四
十
八
番
地　
　
　
　
　
　

大
石　

徹
治

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
森
腰
二
百
八
十
二
番
地
一　
　
　

樋
口
喜
久
栄

三　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
大
荒
田
六
十
八
番
地　
　
　
　
　

草
彅　

昌
隆

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

字
大
石
野
百
十
二
番
地　
　
　
　
　

能
美　

与
一

　
　

〃　
　

角
館
町
広
久
内
字
徳
右
エ
門
川
原
六
十
番
地　
　

皆
川　

英
一

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
沖
田
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　

真
崎　
　

勇

　
　

〃　
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